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【歳入推計】                                                                                                   （単位：億円)

R5 R6 R7 R8 R9 R10

3,288 3,196 3,192 3,199 3,196 3,194

740 751 757 760 762 764

1,850 1,811 1,805 1,800 1,788 1,786

115 115 116 116 117 117

7 8 0 0 0 0

55 50 50 50 50 50

521 461 464 473 479 477

1,536 1,522 1,545 1,375 1,346 1,357

378 513 517 431 395 357

1,158 1,009 1,028 944 951 1,000

4,824 4,718 4,737 4,574 4,542 4,551

【歳出推計】                                                                                                   

R5 R6 R7 R8 R9 R10

3,011 2,961 2,968 2,977 3,001 3,010

1,108 1,091 1,073 1,070 1,064 1,064

1,021 1,009 999 996 990 990

490 506 519 528 534 534

596 550 563 570 586 598

596 575 611 627 639 652

▲ 25 ▲ 48 ▲ 57 ▲ 53 ▲ 54

（４）その他義務的経費 817 814 813 809 817 814

1,000 791 769 785 729 729

503 506 506 506 506 506

231 285 263 279 223 223

266

813 989 1,022 834 833 834

813 796 829 834 833 834

0 193 193 0 0 0

4,824 4,741 4,759 4,596 4,563 4,573

0 ▲ 23 ▲ 22 ▲ 22 ▲ 21 ▲ 22

予算編成を通じ、収支不足を解消

233 242 251 260 269 269

財政調整基金 179 179 179 179 179 179

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ
大会開催基金

54 63 72 81 90 90

8 0 0 0 0 0

5,674 5,785 5,957 6,045 6,080 6,069

5,188 5,244 5,329 5,434 5,491 5,504

※　基金残高、県債残高は各年度末の見込額

エネルギー価格・物価高騰対策に要する経費については国費により措置されるものとし、推計から除いている

歳入歳出推計

歳　入　区　分

　１．一　般　財　源

（１）県税

（２）地方交付税 ＋
　　 臨時財政対策債

歳　入　合　計　　①

（３）特別法人事業譲与税

（４）減債基金（一般勘定）

（５）財政調整基金

（６）その他

　２．特　定　財　源

（１）県債

（２）その他の特定財源

（１）通常分

歳　出　区　分

　１．義務的経費

（１）職員給与費

  うち退職手当除き

（２）社会保障経費

（３）公債費

　通常償還分

  決算剰余金の活用による
　県債の繰上償還の効果

　２．政策的経費

県債残高（普通会計・臨時財政対策債除き）

（２）大規模ハード

（３）新型コロナウイルス感染症対策及び
      エネルギー価格・物価高騰対策

　３．公共事業費

（１）通常分

（２）国土強靱化分

歳　出　合　計　　②

収　　　支　①－②

※　歳入歳出推計のR5は当初予算額

基金残高

財政調整のための基金
（R6年度末目標：220億円程度）

減債基金
（一般勘定）

うち通常県債残高（国土強靱化除き）
（R6年度末目標：5,400億円程度）

【一般会計】

－ － － － －

－
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◆推計の前提条件 

１．景気動向 

名目経済成長率 

（R5）2.2%、（R6）1.3%、（R7）0.7%、（R8）0.5%、（R9）0.4%、（R10）0.0% 

国において作成された「中長期の経済財政に関する試算（R5.7.25経済財政諮問会議提

出）」のベースラインケースで示された経済成長率の半分程度に設定 

２．歳  入 

  県税 

① 個別推計したもの 

法人県民税・事業税（特に税額が大きい法人）、産業廃棄物減量税 

② 名目経済成長率を考慮して推計したもの 

法人県民税・事業税（その他の法人）、個人県民税・事業税、地方消費税、不動産取

得税、県民税配当割・譲渡所得割 

③ 県独自課税の取り扱い 

核燃料税は出力割のみ推計 

④ その他 

・その他の税目は、R5をベースに同額で推計 

  地方交付税＋臨時財政対策債 

① 基準財政需要額（公債費、事業費補正等を除く）は、以下のとおり推計 

・個別算定経費は、R6は対前年度比▲1.0％、R7以降は R6と同額で推計 

・包括算定経費は、R6は対前年度比▲3.0％、R7以降は R6と同額で推計 

・上記以外の特別費目は、R6以降も継続するものとして推計 

・公債費及び事業費補正は、現行措置率を前提に推計 

② 基準財政収入額は県税等の推計に連動 

  特別法人事業譲与税 

名目経済成長率を考慮して推計 

  財政調整のための基金 

財政調整基金は、今後の予想し得ない状況変化に備えた基金で、当初予算編成におい

て一旦 50 億円取り崩すが、執行節減などによる財源の確保により、決算段階で同額を

基金へ積み戻すことを前提に推計 

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催基金は、R6 以降、R9 まで決算段階

で9億円積み立てることを前提に推計 

  減債基金（一般勘定） 

県債の償還に備えた基金で、公債費の財源に充てるため、R6に取り崩すものとして推

計  
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３．歳  出 

  義務的経費 

① 職員給与費 

・人  員  一般職（任期付き職員を除く）：R6以降は R5と同数で推計 

 ※ただし、国民スポーツ大会等による増員については反映 

警察官：R6以降はR5と同数で推計 

教員：R6から R9までは今後の生徒数の見込みから推計、R10は R9と

同数で推計 

・給与水準  給与改定率はR6以降0％で推計 

・退職手当  定年によるものは、定年の段階的引上げを反映し、60歳を迎える職員 

のうち、50％の職員が引上げ後の定年まで勤務することとしたうえで、 

連続する２ヵ年度の所要額を平準化して推計。 

定年によらないものは、直近の退職者数をもとに推計。 

② 社会保障経費 

R6からR9までは今後の対象者数の増減、単価の見込み及び制度改正の影響を反映、

R10は R9と同額で推計 

③ 公債費 

・借入利率については、５年債0.6%、10～30年債 1.1％にて推計 

・決算剰余金の活用による県債の繰上償還の効果は、以下のとおり推計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  政策的経費 

① 通常分（島根創生推進のための重点経費・部局調整経費） 

・島根創生推進のための重点経費は、R6以降、R5と同規模で推計 

・部局調整経費は、R6以降、経常経費における労務単価上昇などによる物価上昇分を 

加算して推計 

② 大規模ハード（特別需要経費） 

今後の所要見込額（各部局見積）を推計 

 

（単位：億円）

R6 R7 R8 R9 R10

25 48 57 53 54

25 25 11 6 6

23 23 1 1

23 23 1

23 23

23

R6決算剰余金（50億円）

R7決算剰余金（50億円）

R8決算剰余金（50億円）

（*１）繰上償還の内訳
　　　R4決算剰余金の活用（127億円）
　　　　①当面の収支改善のための繰上償還44億円　②長期的な収支改善と将来の利払い抑制のための
             繰上償還83億円
　　　R5～R8決算剰余金の活用（50億円）
　　　　①当面の収支改善のための繰上償還44億円　②将来の利払い抑制のための繰上償還 6億円
（注）国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催基金積立　9億円／年
　　　R4決算剰余金については、同基金への積立を18億円とし、別途、財政調整基金の復元を5億円実施。

区　　　分

決算剰余金の活用による
県債の繰上償還の効果（*1）

R4決算剰余金（127億円）

R5決算剰余金（50億円）
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  公共事業 

・国土強靱化についてはR7まで継続するものとして推計 

・直轄事業等は、今後の所要見込額を推計 

・その他は、R6以降はR5と同規模で推計 

４．通常県債残高 

一般会計に農林漁業改善資金特別会計、中小企業近代化資金特別会計、県営住宅特別会

計を加えた普通会計ベースで推計 
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通 常 県 債 及 び 国 土 強 靱 化 の た め の 県 債 臨 時 財 政 対 策 債
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